
厚生労働省 

別添１ 

労働基準監督官の仕事 
～あなたの正義と優しさを、すべての働く人たちに～ 



はじめに 
 全国では、約430万の事業場で約5,200万人が働いています。労働者が安心して働ける職
場環境を実現するためには、労働基準法などで定められた労働条件が確保され、その向上
が図られることが重要です。 
 労働基準監督官は労働基準関係法令に基づいてあらゆる職場に立ち入り、事業主に対し
法に定める基準を遵守させるとともに、労働条件の確保・向上を図り、また、不幸にして
労働災害にあわれた方に対する労災補償の業務を行うことを任務とする厚生労働省の専門
職員です。 
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   １ 組織 
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 労働基準監督署とは？ 
 労働基準監督署は、厚生労働省の
第一線機関であり、全国に321署あ
ります。 
 労働基準監督署の内部組織は、労
働基準法などの関係法令に関する各
種届出の受付や、相談対応、監督指
導を行う「方面」（監督課）、機械
や設備の設置に係る届出の審査や、
職場の安全や健康の確保に関する技
術的な指導を行う「安全衛生課」、
仕事中の負傷などに対し労災保険給
付を行う「労災課」、会計処理など
を行う「業務課」から構成されてい
ます。 

【労働基準行政の組織】 

 ◆方面（監督課） 
     監督指導、申告処理、 
   司法警察事務、 
   許可・認定事務など     
 ◆安全衛生課 
    機械・設備の設置等に関 
   する届出審査、安全衛生 
   指導など  
   ◆労災課 

労災補償事務、労働保険 
の適用・徴収など  
◆業務課 
 庶務経理事務など 
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   ２ 労働基準監督官の仕事（監督業務） 
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 労働条件に関する相談や、勤務先が労働基準法などに違反し
ている事実について行政指導を求める申告の受付を行います。 
 
 
 計画的に、あるいは、働く人からの申告などを契機として、
労働基準法などの法律に基づいて、労働基準監督官が事業場
（工場や事務所など）に立ち入り、機械・設備や帳簿などを検
査して関係労働者の労働条件について確認を行います。その結
果、法違反が認められた場合には事業主などに対しその是正を
指導します。また、危険性の高い機械・設備などについては、
その場で使用停止を命ずる行政処分を行います。 
 
  
 度重なる指導にもかかわらず、法違反の是正が行われない場
合など、重大・悪質な事案については、刑事事件として取り調
べなどの任意捜査や、捜索・差押え、逮捕などの強制捜査を行
い、検察庁に送検します。 
 
 

◆相談・申告の受付 

◆監督指導 

◆司法警察事務 

【監督指導の一般的な流れ】 

主体的、計画的に
対象事業場を選定 

労働者
からの
申告 

労働災害
の発生 

事業場へ訪問 

事業場への立入調査 
事情聴取、帳簿の確認など 

法違反が認められなかっ
た場合 

法違反が認められた場合 

文書指導 
是正勧告、改善指導、使用停止命令など 

事業場からの 
是正・改善報告 

再度の立入調査 
の実施 

指導の終了 送 検 

是正・改善が確認された場合 重大・悪質な 
事案の場合 



   ２ 労働基準監督官の仕事（監督業務）｜監督実施状況などを紹介します。 
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   ３ 労働基準監督官の仕事（安全衛生業務） 

◆ 安全衛生業務 
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 労働安全衛生法などに基づき、働く人の安全と健康を確保
するための措置が講じられるよう事業場への指導などを行っ
ています。具体的には、クレーンなどの機械の検査や建設工
事に関する計画届の審査を行うほか、事業場に立ち入り、職
場での健康診断の実施状況や有害な化学物質の取り扱いに関
する措置（マスクの着用など）の確認などを行っています。 
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   ４ 労働基準監督官の仕事（労災補償業務） 
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◆ 労災補償業務 
 「労災保険（労働者災害補償保険）」とは、仕事によるものや通
勤による負傷（ケガ）・疾病（病気）・死亡に対して労働者の救
済の立場から必要な保険給付を行う政府所管の保険制度です。 

 労災補償業務は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾
病・障害・死亡などに対して必要な保険給付を行うために、請求
された個々の事案ごとに審査や調査を行い、労災保険適用の有無
及び給付範囲などの判断（認定）を行う業務です。 

 労災認定に当たっては、被災者や事業場関係者などから聴き取り
を行ったり、関係資料の収集や主治医や専門医から医学的な意見
を求めるなど、労災の認定基準に基づく高度な判断を行うための
調査を行っています。 

 以下の代表的な保険給付のほかにも各種保険給付があり、また、
被災者の早期社会復帰の促進や遺族の援護を図るための各種事業
も行われています。 

療養(補償)給付 

診察、薬剤の支給、手術 
などが無料で受けられま 
す。 

休業(補償)給付 

けがなどの治療のために 
仕事を休み、賃金を受け 
ていない場合に、一日当 
たりの平均賃金額の80% 
相当額が受けれます。 

障害(補償)給付 

けがや病気が治ゆ（症状 
固定）した後に一定の障 
害が残った場合、障害の 
程度に応じ年金または一 
時金が受けられます。 

遺族(補償)給付 

労働災害により死亡した 
時、遺族は年金または一 
時金が受けられます。 



  

6 

本省に過重労働撲滅特別対
策班（本省かとく）を新設 

 ５ 最近の主なトピック 
◆過重労働事案に対する特別チーム「過重労働撲滅特別対策班」（かとく）の新設【平成27年４月～】 
  

東京労働局・大阪労働局に設置（全国展開する企業を書類送検） 

◆厚生労働省本省に「過重労働撲滅特別対策班」を新設。47局において、「過重労働特別監督監理官」を新たに任命 
                                                            【平成28年４月～】 
 

全労働局（47局）に「過重
労働特別監督監理官」を新
たに任命 



   ６ 若手労働基準監督官からのメッセージ 
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平成26年任官  高山 歩 

 私は、以前、高齢の方や障がいをお持ちの方、生活
保護を受給されている方々と接する機会が多い職場
で働いており、そこで、労使間のトラブルや雇用情勢
の悪化等のため、働くことができなくなったという声を
多く耳にしました。この経験により、「安心して笑顔で
働ける社会を創る」ために働きたいという思いが次第
に強くなり、労働基準監督官を志望しました。 
 
 働き続けながらの受験だったため、通勤の往復時
間や休日といった限られた時間を有効活用し、過去
の問題や労働白書を中心に勉強しました。私が受験
した労働基準監督官Ｂ区分の試験は、高校や大学で
学んだ基礎的知識が幅広く求められますが、特に、よ
く頻出されている分野を重点的に勉強し、点数の取り
こぼしのないように勉強に励みました。 
 現在、私は、賃金不払や解雇等の労働相談や、
様々な事業場への臨検監督を行っています。また、
労働災害が発生した場合、現場へ赴いて調査を行っ
たり、司法警察権限に基づき、関係者への取調べ等
の事件捜査を行ったりしています。 

 多種多様な事業場の方々と接している毎日ですが、
現在、私が痛感していることは、使用者や労働者から
話を聞き出すことは容易でないということや、法違反
を確認して指導することの難しさです。しかし、法定労
働条件の履行確保や労働災害防止のために指導を
行い、粘り強く説得を試みた結果、法違反が是正され
ると、とてもやりがいを感じます。 
 
 労働基準監督官の職務は、多岐に渡るため、戸惑
うことも多い日々ですが、困ったときや悩んだときに、
適切にわかりやすくアドバイスをしてくださる先輩方が
いてくれます。まだまだ未熟者で至らない点が多い私
ですが、先輩方の助けをいただきながら、一つ一つの
事業場に応じた対応を行うように心がけています。今
後もこの姿勢を忘れずに一歩一歩精進していこうと考
えています。労働基準監督官に少しでも興味を持った
方はぜひ、安心して笑顔で働くことができる社会を創
るための一員として働いてみませんか。 

平成26年任官  今西 匠 

 私は、工業大学卒業後、機械を製造する民間企業で約
７年間、開発設計の仕事をしていました。転職を決意した
のは、結婚して子供が生まれたことから、生涯続けられる
仕事について改めて考えたことがきっかけでした。他にも
地方公務員試験や民間企業をいくつか併願しましたが、
「働く人の労働条件や安心・安全な職場環境を守ること」
が職務である労働基準監督官に最も魅力を感じたことか
ら志望しました。 
 
 私はＢ区分（理工系）の試験を受験しました。試験の出
題範囲は幅広く、仕事をしながら効率的に受験勉強を行う
必要がありました。時間の制約があったことから、自分の
生活の中で優先順位を決めて集中的に試験対策を行って
いました。 
 
 任官後は採用前にイメージしていたとおり、事業場に立
ち入り、労働基準関係法令が遵守されているのかを調査
し、必要な是正指導を行っています。その他にも監督署の
窓口や電話での相談対応や、各種法令に基づいた届出、
申請等に対する処理、特別司法警察員としての事件捜査
を行うなど、多岐にわたる職務に取り組んでいる毎日です。 
  先日、労働災害が発生した事業場を臨検監督した際、事業主

の方に災害が発生した原因の究明や同種災害を防止するため
の措置がいかに重要であるかを一生懸命説明したところ、「会
社のために丁寧に指導してくれてありがとう。」と感謝の言葉を
頂きました。事業主の方が法令の趣旨を理解され、自主的に災
害防止対策を検討・実施された時は本当にうれしく思いました。 
 労働基準監督官の職務は多岐にわたっており、その一つ一つ
がどれも責任を伴う重要な仕事だと思います。日々、知らないこ
とや分からないことに出会い、その度に勉強し経験を積むという、
非常に充実した毎日です。 
 任官されるまで、私には法律の知識は全くありませんでしたし、
現在でも日々勉強中ですが、悩んだり困難な事案に出会う度に、
上司や先輩方に助言や指導を頂いて業務に励んでいます。 
 世の中には多種多様な業種が存在し、それらの業種の事業
場に対して私たちは指導する立場にあります。労働基準関係法
令に対する深い知識だけではなく、会社に係る幅広い知識が求
められ、どんな時も客観的かつ冷静に判断し対応する能力が求
められる仕事であり、そこにやりがいを感じています。 
 これを読んで、労働基準監督官の仕事に少しでも興味を持っ
て頂けたら嬉しい限りです。情熱と強い正義感を持った方、一緒
に働きましょう。 
 

7 
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平成26年任官  石田 将規 

 私は大学を卒業後、民間企業に就職し営業マンとし
て勤務をしていました。早朝から深夜にわたる長時間
労働と賃金不払残業が常態化している会社で、同期
入社の同僚がメンタル不調となったまま退職し、自分
自身も、体調を崩すことがありました。このような環境
で働く中で、労働基準法について興味を持ち、この法
律について学ぶ中で労働基準監督官という官職があ
ることを知ったことが、私が志望したきっかけでした。 
 
 受験勉強のための時間を確保するため、勤務時間
がある程度固定された仕事に一度転職して、働きな
がら試験勉強をしていました。公務員予備校に通学
することは難しかったので、web講座を受講しながら、
出題数が多い科目を中心に、繰り返し過去問を解き
ました。試験勉強に充てられる１日の時間というもの
は限られていましたので、スケジュールを組みながら
勉強をしていました。 
  
 現在は、事業場に立ち入って、法定労働条件や労
働災害防止に係る遵法状況について調査し、行政指
導を行うことや悪質な法違反に対する司法事件捜査
を中心に業務を行っています。また、電話や来署され
た方からの労働相談への対応や、就業規則等の届
出の受付業務を行っています。 

 労働基準監督官の業務は多くの人々と関わる仕事です。私もすで
に数えきれない程の使用者や労働者に接してきました。職務遂行
にあたっては公正かつ斉一的に処理を行わなければなりません。
そのため、労使どちらか一方の味方になることなく、中立な立場で
事実を確認し、法違反が認められれば是正指導を行います。ときに
は、その結果について使用者や労働者が受け入れにくいものであり、
声を荒げる使用者や労働者もいます。しかし、相手方の主張や思い
に耳を傾け、それぞれが抱える問題を理解し、その問題解決につい
て前向きな取組を促すことで、使用者に対する指導においても、労
働者に対する説明においても、相手方の理解を得るよう努めていま
す。労働者に非があると主張して賃金を支払わない使用者に対し、
是正指導を行い粘り強く説得した結果、賃金が支払われるとともに、
問題解決までの対応について使用者から感謝されたときなどには、
大変やりがいを感じます。 
 
 私は経済学部卒でしたので、法律について学ぶ機会は採用試験
の受験勉強をするまではありませんでした。そのため、労働法につ
いて全くの素人である私が労働基準監督官として仕事が行えるか
不安でしたが、１年間の研修や、先輩監督官等のサポートの下、
日々学びながら職務に就くことができています。ぜひ、熱意ある方
に労働基準関監督官を志望していただき、我々と一緒に働いてもら
えることをお待ちしています。 
 

平成26年任官  坂井 美咲 

 私が労働基準監督官を目指したのは、「残業代が出な
い」と愚痴をこぼす両親の姿を見たり、「なかなか帰れな
い」と話すアルバイト先での社員の方の話を聞いたりした
ことがきっかけでした。身近なところで労働問題が起こって
いることを認識し、少しでも改善できないかと考えるように
なりました。労働基準監督官が、そのような労働問題の改
善に、第一線で携わることができるところに魅力を感じ、
志望しました。 
 
 労働基準監督官採用試験は、科目数が多いため、出題
の多い科目を重点的に学習していました。日々どの科目
を学習するかを決め、計画表を作成し、それにしたがって
勉強していました。間違えた問題にはチェックを入れ、同じ
問題を解けるようになるまで解くことを大切にしていました。 
 
 現在の主な業務は、労働基準監督署の窓口や電話によ
る労働相談への対応のほか、労働基準法や労働安全衛
生法等が遵守されているか事業場に立ち入って調査する
臨検監督です。また、労働安全衛生法違反について、実
況見分や取調べなどの司法警察事務を行っています。 

 労働基準監督官の仕事は多岐にわたるので、毎日異なる業
務を行っているという感覚にもなります。臨検監督業務ひとつを
とっても、多くの会社の事業主とお話する機会があります。この
ような、日々刺激的な点も労働基準監督官の仕事の魅力のひ
とつだと思います。 
 臨検監督業務では、原則一人で事業場を訪問します。時には、
事業主から「なぜそんな面倒くさい決まりを守らなければならな
いのか」と、なかなかこちらの話に耳を傾けてもらえないこともあ
ります。 
 私が仕事をする上で大切にしていることは、「法律上のルール
をどうして守らなければならないのか」を自分自身がしっかりと
理解し、法令を守ることが会社にとってもメリットがあり、リスクを
回避することになると伝えることです。単に法律の内容を伝える
だけではなく、その趣旨を会社に理解していただくことも、労働
基準監督官の役目のひとつだと考えています。法違反を是正す
ることに前向きになってもらえたときには、嬉しく思いますし、最
終的に是正されたときには、大きなやりがいを感じます。 
 
 労働基準行政に興味のある方、やりがいのある仕事をお探し
の方、私と一緒に働いてみませんか。 



 
 
 
 
 
Q１ 休暇について教えてください。 
   年次休暇については、４月に入省した場合、４～12月までの間に15日間の取得が可能です（使用しなかった分は、翌年に繰り越されます。）。 
  翌年からは、毎年１月に20日分の年次休暇が付与され、前年に使用しなかった休暇を取得することができます。また、ワーク・ライフ・バランス 
  （仕事と家庭生活の両立）支援制度として、育児休業制度等があり、取得促進を図っています。 

休暇 年次休暇、夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇などがあります。 

 
 
 
 

異動・昇進 

 
 
 
 
 
 

Q１ 職歴がある場合の初任給を教えてください。 
   採用前に職歴などがある場合には、一定の計算に基づきその期間を経験年数として換算し、それに応じてさらに上位の号俸に格付けされること 
  があります。   
Q２ 手当の種類について教えてください。 
   東京、大阪、名古屋などの主要都市に勤務する場合には、地域手当が支給されることとなります（※１）。このほか、超過勤務手当、通勤手  
  当、扶養手当、特殊勤務手当、期末・勤勉手当などが支給されます。 
  （※１）最高で棒給月額の20％（東京都区内勤務者【平成28年４月１日】）の地域手当が支給されます。 
  （※２）「一般職の職員の給与に関する法律」が改正された場合は、上記給与額に変更が生ずることがあります。 

給与   
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新卒の初任給（平成28年度実績）大学卒業｜１級26号俸（179,900円） 

 採用後は、原則として、全国の労働基準監督署に配属され、その後、厚生労働省本省も含めて最初の配属先とは別の都道府県労働局管下
の労働基準監督署などに異動することとなりますが、将来的には、都道府県労働局長、労働基準監督署長など労働基準行政機関の幹部に昇
進します。 

 ７ 採用後の処遇・福利厚生について 



 労働基準監督官は、採用後１年間、監督関係業務に係る基礎的研修及び実地訓練を受けます。この間に
労働大学校で実施される中央研修（前期及び後期）を約３か月間にわたり受講することになります。また、
採用時の研修のほか、その後定期的に又は昇進時において中央研修が実施されます（安全衛生業務基礎研
修、労災補償業務基礎研修、専門研修、署長研修等）。 

   ８ 研修制度について 

10 

◆ 採用後１年間のスケジュール例 

①実地研修
(前期) 

監督署（局）で
1.5か月 

②中央研修
(前期) 

研修所で 
1.5か月 

③実地研修
(後期) 

監督署（局）で
2.0か月 

④中央研修
(後期) 

研修所で 
1.5か月 

⑤実地訓練 
⑤実地訓練 ⑤実地訓練 

監督署で 
5.5か月 

４月～５月中旬 ５月中旬～６月 ７月～８月 ９月～10月中旬 10月中旬～３月 

①実地研修
（前期） 

○労働基準行政の概要、監督業務、安全衛生業務、労災補償業務 
○監督署業務の実務補助、工場見学など 

②中央研修 
(前期) 

主なカリキュラム 

 
●一般法学 

●労働基準関係法令 

●監督業務 

●安全衛生業務 

●その他 

 
15時間 

74時間 

37時間 

65時間 

20時間 

 
計211時間 

 
●民法、刑法、行政法 

●労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など 

●労働基準行政と監督制度、各分野の労働条件確保改善対策 など 

●産業安全・労働衛生の基礎知識、様々な機械の安全対策 など 

●行政史、組織、労働経済、システムなど 

 

③実地研修
（後期） 

○相談、各種届出等の対応 
○監督署業務、安全衛生業務、司法警察事務等の実施要領 など 

④中央研修 
（後期） 

主なカリキュラム 

 
●一般法学 

●監督業務 

●安全衛生業務 

●司法警察事務 

●その他 

 
28時間 

74時間 

49時間 

49時間 

6時間 

 
計206時間 

 
●刑法、刑事訴訟法 

●監督指導実務、未払賃金立替払実務 など 

●災害調査実務、様々な化学物質の安全衛生対策 など 

●司法警察事務の基礎知識、実況見分実務、取調実務など 

●企業会計、集団討議 
 

⑤実地訓練 
○各業種・分野の労働条件・安全衛生対策の実務経験を積むことによ 
  る法令・通達の知識、手法の取得 など 



   ９ 平成29年度労働基準監督官採用試験要綱 
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⑤実地訓練 

◆受験資格 

◆試験から採用までのフロー 

インターネット試験申込受付 
（３月31日～４月12日） 

第１次試験（筆記試験） 
（６月11日） 

第２次試験（人物試験・身体検査） 
（７月12～14日（※）） 

最終合格者発表 
（８月23日） 

第１次試験合格発表 
（７月４日） 

（※）第１次試験合格通知書で指定しているいずれかの日時 

◆採用予定者数 

 労働基準監督Ａ 約170名      労働基準監督Ｂ 約40名     

➀ 昭和62年４月２日～平成８年４月１日生まれの者 
② 平成８年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの   
 ア 大学を卒業した者及び平成30年３月までに大学を卒業する見込みの者 
 イ 人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者 
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